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理事等の任期: 理事・監事・評議員ともに 2年

(注)理事・監事・評議員の解任は、理事会・評議員会双方の議決
(3/4以上)により会長が実施。

<新法人移行後(素案)>
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評議員選定委員会
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キl運用上、理事選挙・
評議員選挙を実施

キ2現在の総会承認に代わり、
運用上、正会員(一般・院生)
による事前投票を実施。
総会自体は、 「意見交換の
場」として引き続き開催。

キ3会長等の法人法上の位置づけ
会 長 :代表理事
副会長・常務理事:業務執行理事

評議員・監事:選任後4年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで

理 事 :選任後2年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで


